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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3495,8 ひなた歯科・矯正歯科 〒880-0214
宮崎市佐土原町松小路１
４－４

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第271号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第478号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

01,3503,9 にいさか歯科 〒889-1702
宮崎市田野町乙９３４４
番地１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第775号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第267号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

01,3543,5 クレアデンタルクリニ
ック宮崎駅歯科矯正歯
科

〒880-0811
宮崎市錦町１番１０号宮
崎グリーンスフィア壱番
館２階

有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第132号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

02,3158,0 田中歯科医院 〒885-0055
都城市早鈴町３２０５番
地１１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第252号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

02,3174,7 今西歯科クリニック 〒889-4505
都城市高崎町大牟田７８
９番地７

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第615号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第662号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第669号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第384号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第270号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
在宅療養支援歯科診療所２
　　　（歯援診２）第237号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第477号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第133号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第588号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第980号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第247号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

07,3020,1 たばた歯科クリニック 〒888-0001
串間市西方５９１８

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第661号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第668号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第383号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第268号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
在宅療養支援歯科診療所１
　　　（歯援診１）第19号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第133号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科疾患在宅療養管理料の注７、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８及び小
児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８に規定する在宅歯科医療情報連携加算
　　　（歯医情連）第4号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
地域医療連携体制加算
　　　（歯地連）第11号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

20,3078,2 こころ歯科クリニック 〒889-1411
児湯郡新富町富田３－１
９－２

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第269号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日


